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平成 21 年９月 14 日 

各   位 

エヌ・イー ケムキャット株式会社 

代表取締役社長 牧野 進 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード４１０６） 

問合せ先 企画管理部グループリーダー 佐藤 森 

電  話 ０３－３４３５－５４９０ 

 

住友金属鉱山株式会社及びＢＡＳＦ キャタリスツ アジア ビーブイによる 

当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ 

 
当社は、平成 21 年９月 14 日開催の取締役会において、住友金属鉱山株式会社（以下「住友金属鉱山」といい

ます。）及びＢＡＳＦ キャタリスツ アジア ビーブイ（以下「ＢＡＳＦ ＢＶ」といい、住友金属鉱山及びＢ

ＡＳＦ ＢＶを個別に、又は総称して「公開買付者」といいます。また、住友金属鉱山及びＢＡＳＦ ＢＶを「公

開買付者ら」と総称することがあります。）による当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といい

ます。）について、下記のとおり賛同意見を表明することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

なお、公開買付者らは、本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開

買付けの結果次第では、株式会社ジャスダック証券取引所（以下「ジャスダック証券取引所」といいます。）の

株券上場廃止基準（以下「上場廃止基準」といいます。）に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性が

あります。また、当該基準に該当しない場合でも、公開買付者らは、本公開買付けの終了後に、下記「２．(５)

本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の各手続きを実行することに

より、公開買付者グループ（２．（２）意見の根拠及び理由において定義します。）が併せて当社の全ての発行済

株式（自己株式を除きます。）を有することを予定しているとのことですので、その場合には上場廃止基準に該

当し、当社の普通株式は上場廃止となります。 

記 

１．公開買付者の概要                           （平成 21 年９月 14 日現在） 

（１） 商 号 住友金属鉱山株式会社 

（２） 本 店 所 在 地 東京都港区新橋五丁目 11 番３号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 家守 伸正 

（４） 事 業 内 容 非鉄金属鉱石の採掘、製錬業並びに機能性材料及び電子材料の製造業 

（５） 資 本 金 の 額 ９３，２４２百万円 

（６） 設 立 年 月 日 昭和２５年３月１日 

（７） 
大株主及び持株比率

(平成21年３月31日現在)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 8.87％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7.59％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４G） 5.44％ 

住友金属工業株式会社 1.50％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 1.41％ 

株式会社三井住友銀行 1.32％ 

住友生命保険相互会社 1.29％ 

住友商事株式会社 1.20％ 

野村信託銀行株式会社（投信口） 0.99％ 

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT CHINA TREATY CLIENTS 0.96％ 
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資 本 関 係
住友金属鉱山は、当社の発行済株式の 42.22％（12,237,500

株）を有しております。 

人 的 関 係
当社の取締役のうち石川幸男氏は、住友金属鉱山の顧問で

す。 

取 引 関 係
当社は、住友金属鉱山との間で、同社の貴金属の購入、当社

製品等の販売、貴金属回収の委託等の取引があります。 

（８） 
買付者と対象者の

関 係 等

関連当事者へ

の 該 当 状 況
住友金属鉱山は、当社のその他関係会社に該当いたします。

 

（平成 21 年９月 14 日現在） 

（１） 商 号
ＢＡＳＦ キャタリスツ アジア ビーブイ 

(BASF Catalysts Asia B.V.) 

（２） 本店所在地 
オランダ王国、アーネム 6835 イーエー、フローニンゲンシンゲル １ 

（Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, Netherlands） 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役・ジェネラルマネージャー ジー・エー・ディー バン デル ルーベ 

（４） 事 業 内 容 グループ関係会社の経営管理 

（５） 資 本 金 の 額 １８，４００ユーロ 

（６） 設 立 年 月 日 平成１９年１月４日 

（７） 大株主及び持株比率 ＢＡＳＦ カリフォルニア インク 100% 

資 本 関 係
ＢＡＳＦ ＢＶは、当社の発行済株式の 39.30％（11,391,000

株）を有しております。 

人 的 関 係

該当事項はありません。なお、当社の取締役のうち、ウェイ

ン・ティー・スミス氏は、ＢＡＳＦ ＳＥ（ＢＡＳＦ ＳＥは

ＢＡＳＦ ＢＶの間接の親会社であります。）のキャタリス

ツ・ディビジョン プレジデントの地位等を、ヴォルフガン

グ・ハプケ氏は、ＢＡＳＦ ＳＥのマーケット・アンド・ビ

ジネス・ディベロップメント・アジア・パシフィック・ディ

ビジョン プレジデントの地位を、ローター・ラウピクラー

氏は、ＢＡＳＦ ＳＥの子会社であるＢＡＳＦ （チャイナ）

カンパニー リミテッド キャタリスツディビジョン リ

ージョナル・ビジネスマネージメント エンヴァイロメンタ

ル・テクノロジーズ・アジア・パシフィック ダイレクター

としての地位をそれぞれ有しております。 

取 引 関 係

該当事項はありません。なお、当社はＢＡＳＦキャタリスツ

ＬＬＣから原材料及び商品の購入をしております（ＢＡＳＦ 

キャタリスツ ＬＬＣはＢＡＳＦ ＳＥの間接所有の子会社

であります。）。 

（８） 
買付者と対象者の

関 係 等

関連当事者へ

の 該 当 状 況
ＢＡＳＦ ＢＶは、当社のその他関係会社に該当いたします。 

 

 

２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

 
（１）意見の内容 

当社は、平成 21 年 9 月 14 日開催の当社取締役会において、本公開買付けに関し、以下の理由から、賛

同意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを勧める旨を決議しました。 
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（２）意見の根拠及び理由 

公開買付者の一方である住友金属鉱山は、当社の普通株式 12,237,500 株（本書提出日現在の当社の発行

済株式総数に対する所有株式数の割合（以下「株式所有割合」といいます。）は 42.22％）を直接有してい

ます。他方、ＢＡＳＦ ＢＶは、ＢＡＳＦ キャタリスツ ホールディング チャイナ ＬＬＣ及びＢＡＳＦ キ

ャタリスツＬＬＣ（以下、ＢＡＳＦ ＢＶ及びこれら２社を個別に又は総称して「ＢＡＳＦ関係者」といい、

ＢＡＳＦ ＳＥ並びにＢＡＳＦ ＳＥの子会社及び関連会社からなる企業グループを「ＢＡＳＦグループ」

といいます。）が有する当社の普通株式と併せて、これら３社の合計にて、住友金属鉱山の有する株数と同

数の 12,237,500 株（株式所有割合は 42.22％）を有しています。ＢＡＳＦ ＢＶ、ＢＡＳＦ キャタリスツ ホ

ールディング チャイナ ＬＬＣ及びＢＡＳＦ キャタリスツＬＬＣは、いずれもフランクフルト証券取引所

上場のＢＡＳＦ ＳＥの間接所有の子会社になります。 

以上のとおり、住友金属鉱山とＢＡＳＦ関係者は併せて、当社の発行済株式の 84.44％を有していますが、

公開買付者らによれば、この度、住友金属鉱山及びＢＡＳＦ ＢＶの共同による当社の全ての発行済株式（但

し、住友金属鉱山及びＢＡＳＦ関係者（以下「公開買付者グループ」と総称します。）が既に有する当社の

普通株式及び当社の有する自己株式を除きます。）の取得を目的とする一連の取引（以下「本非公開化取引」

といいます。）の一環として、本公開買付けを実施することとなったとのことです。本公開買付けにおいて

は、買付予定の株券等の数について、その上限及び下限は設定されていません。 

当社は、昭和 39 年に各種貴金属触媒、金液、貴金属めっき薬品、溶液等の製造販売並びに貴金属屑の回

収精製事業を目的として、住友金属鉱山とエンゲルハード・インダストリーズ・インコーポレーティド（現

ＢＡＳＦ キャタリスツ ＬＬＣ）の共同出資により、日本エンゲルハルド株式会社として設立されました。

平成元年には、現在のエヌ・イー ケムキャット株式会社に商号を改め、同年、自主独立の経営により企業

価値を向上させることを目的に、日本証券業協会に株式を店頭登録して株式を公開し、平成 16 年には日本

証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場しました。 

当社は、日本国内の主要な貴金属触媒メーカーとして、エネルギー、自動車、石油化学、ファインケミ

カル、医薬品及び公害防止などさまざまな分野で活用される触媒を開発・製造するとともに、電子部品に

使用される表面処理薬品やめっき装置の製造・販売により、成長を続けてきました。この間、当社と公開

買付者グループとは技術援助、原材料の購入、製品の販売等を通じて連携を深め、当社は貴金属の化学加

工会社として確固たる地位を築いております。 

今後、当社の触媒開発の分野では、基礎研究を行い新触媒の開発を押し進める必要性が高まっておりま

す。特に自動車触媒の分野におきましては、省貴金属化を達成しかつ高性能の触媒が求められています。

近年、自動車触媒の開発スピードは、主要顧客である自動車メーカーの要求により加速してきており、年々

厳しくなる排ガス規制に適合するために、より高品質な技術を迅速に提供することが求められています。

今後もガソリン車やディーゼル車は自動車の主流であり続けると考えられ、世界的な環境規制の強化とと

もに新触媒の開発が一層重要になってまいります。化学触媒の分野におきましては、医薬及び農薬も含め

たファインケミカル分野に使用される触媒に高度な機能の要求が高まっており、従来中心であった石油化

学の分野とは異なるアプローチが必要となってきています。 

これらを実現していくためには、高度な基礎研究開発能力を有するＢＡＳＦグループと密接に連携して

いくことは不可欠であります。また、ＢＡＳＦグループとは人材の交流を積極的に行い、海外における拡

販においても協力体制を築き、従来以上に効率的かつ機能的な事業運営を行う必要があると考えておりま

す。また、近年、資本市場に対する各種の規制が強化されたことに伴い、株式の上場維持コスト、情報開

示義務を含め上場に伴う負担が増加する傾向にあり、上場を継続して行くことにより得られるメリットは

少ないと考えております。そして、非公開化により公開買付者グループの保有する競争力及びノウハウを

より有効に活用し、両者の事業協力関係を強固なものとすることが、当社の発展に資するものと考えてお

ります。 

以上のことから、公開買付者グループとの技術協力関係をより強固なものとして、事業競争力を強化し

ていくことは、当社の更なる企業価値向上に寄与するものと考え、公開買付者グループによる本公開買付

けに賛同し、本非公開化取引を実施することが当社にとって必要であると判断いたしました。 

また、当社は、本公開買付けにおける当社普通株式１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価
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格」といいます。）が当社の株主にとって後記「(３) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び

利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり妥当なも

のであり、本公開買付けは当社の全ての株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであ

ると判断し、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを勧める旨を決議しました。 

 

（３）買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正

性を担保するための措置 

公開買付者らは、本書提出日現在、合計して当社の普通株式に係る総議決権の過半数を有しており、ま

た、後述しますとおり、当社の取締役の一部は公開買付者らと利害関係を有しています。このような状況

を踏まえ、公開買付者ら及び当社は、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに

至る意思決定の過程における恣意性の排除、及び利益相反の回避の観点から、以下のように本公開買付け

の公正性を担保するための措置を実施しました（なお、以下の記述中の公開買付者らにおいて実施した措

置については、公開買付者らから受けた説明に基づくものです。）。 

 

① 公開買付者らにおける検討 

公開買付者らによれば、公開買付者らは、本公開買付けに至る意思決定過程における客観性・透明性を

確保するため、大和証券エスエムビーシー株式会社（以下「大和証券エスエムビーシー」といいます。）

に対してフィナンシャル・アドバイザーとしての助言を依頼し、また、法務アドバイザーとしてビンガ

ム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）を

選任し、同事務所による法的助言を得ながら慎重に議論・検討を重ねたとのことです。 
公開買付者らは、本公開買付価格を決定するに当たり、大和証券エスエムビーシーに対し、当社の株式

価値の算定を依頼し、平成 21 年９月 11 日付で株式価値算定書を取得しているとのことです。なお、公

開買付者らは、本公開買付価格の公正性に関する意見書（フェアネスオピニオン）を取得していないと

のことです。本公開買付価格である１株当たり 1,830 円は、かかる大和証券エスエムビーシーによる株

式価値算定書の株価レンジを参考に、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において

市場価格に付与されたプレミアムの実例、当社による本公開買付けへの賛同の可否、当社株式の市場株

価の動向及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、当社との協議・交渉の結果等も踏まえ

て、平成 21 年９月 11 日付のＢＡＳＦ ＢＶの取締役会、及び、平成 21 年９月 14 日付の住友金属鉱山の

取締役会においてそれぞれ決定したとのことです。なお、上述のとおり、ＢＡＳＦ ＢＶは、平成 21 年

９月 11 日付で本公開買付けの実施を決定しておりますが、ＢＡＳＦ ＢＶからの本公開買付けに係る公

表は、平成 21 年９月 14 日の住友金属鉱山による本公開買付けに係る発表後になされる予定です。 

なお、本公開買付価格 1,830 円は、平成 21 年９月 11 日のジャスダック証券取引所における当社株式の

終値 1,170 円に対して 56.41％（小数点以下第三位四捨五入。以下同じ。）のプレミアムを、平成 21 年９

月 11 日までの過去１ヵ月間の当社株式の終値の単純平均値 1,146 円に対して 59.69％のプレミアムを、

平成 21 年９月 11 日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値 1,045 円に対して 75.12％のプレミアムを、

それぞれ加えた金額に相当するものであります。 

また、当社は平成 21 年９月 14 日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成 22 年３月期

（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）に係る通期の業績予想の修正を公表しておりますが、大

和証券エスエムビーシーによる株式価値算定書において、当該業績予想の修正内容が勘案されていると

のことです。 

 

② 当社における検討 

当社は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、当社及び公開買付者らから独立した財務アド

バイザーであるデロイトトーマツＦＡＳ株式会社（以下「デロイトトーマツＦＡＳ」といいます。）を第

三者算定機関に選定し、本公開買付価格の妥当性を検討するための参考とするために、当社の株式価値

の算定を依頼しました。 

当社は、デロイトトーマツＦＡＳより、当社株式価値に関する株式価値算定書（以下「当社算定書」と
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いいます。）を取得しました（なお、当社は、本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネスオピニ

オン）を取得しておりません。）。当社算定書では、当社が提供した財務情報及び財務予測等に基づき、

一定の前提及び条件の下で、当社株式価値につき分析されています。デロイトトーマツＦＡＳは、市場

株価法、修正簿価純資産法、類似会社比較法及びディスカウンテッドキャッシュフロー法（以下「ＤＣ

Ｆ法」といいます。）の各手法を用いて当社の株式価値算定を行いました。当社算定書における各手法に

おける当社の１株当たり株式価値の算定結果は以下のとおりです。すなわち、市場株価法では 942 円か

ら 1,179 円、修正簿価純資産法では 1,392 円、類似会社比較法では 1,456 円から 1,595 円、ＤＣＦ法で

は 1,736 円から 1,997 円です。なお、当社は平成 21 年９月 14 日付「業績予想の修正に関するお知らせ」

において、平成 22 年３月期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）に係る通期の業績予想の修正

を公表しておりますが、当社算定書において、当該業績予想の修正内容が勘案されている旨、デロイト

トーマツＦＡＳより説明を受けております。 

また、当社取締役会は、当社及び公開買付者らから独立した法務アドバイザーとして長島・大野・常松

法律事務所を選定しており、本公開買付けの諸手続きを含む取締役会の意思決定の方法・過程等につい

て法的助言を受けています。 

さらに、当社取締役会は、平成 21 年８月 10 日、本公開買付けに係る当社の意思決定の恣意性を排除し、

公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立するために、当社及び公開買付者らから独立した

外部の有識者によって構成される第三者委員会を設置し、第三者委員会から得られる本公開買付けに関

する答申を最大限尊重することとした上で、本公開買付けに対して当社が表明すべき意見の内容の検討

にあたって、第三者委員会に対し諮問することを決議しました。第三者委員会の委員としては、当社及

び公開買付者らからの独立性を有する、土橋正氏(弁護士、青山学院大学教授)及び冨山和彦氏(経営共創

基盤代表取締役ＣＥＯ)並びに当社社外監査役である佐藤真良氏（公認会計士、佐藤公認会計士事務所所

長）の３名を選定しています。第三者委員会は、平成 21 年８月 11 日より、①本公開買付けを含む本非

公開化取引により当社の企業価値が向上するか、②本公開買付価格の公正性が確保されているか、及び

③公正な手続を通じて公開買付者グループを除く当社の株主（以下「当社少数株主」といいます。）の利

益に配慮されているかという観点等から、当社取締役会が本公開買付けに対して表明すべき意見の内容

について検討を行いました。第三者委員会は、かかる検討にあたり、当社から本非公開化取引の背景、

検討状況及び当社の本非公開化取引についての考え方についての説明を受けており、また、デロイトト

ーマツＦＡＳが当社に対して提出した当社算定書を参考にするとともに、デロイトトーマツＦＡＳから

当社の株式価値評価に関する説明を受けています。また、第三者委員会は、当社の上記法務アドバイザ

ーから、本非公開化取引の手続及びこれに関連する法律上の問題点に関する説明を受けています。第三

者委員会は、かかる経緯の下、当社取締役会からの諮問事項につき慎重に検討した結果、平成 21 年９月

10 日に、当社取締役会に対して、①本非公開化取引により当社の企業価値が向上すると判断すること、

②本公開買付価格は、当社少数株主の利益に一定の配慮がなされており、妥当な価格の範囲内に収まっ

ていると判断すること、及び③本非公開化取引において公正な手続を通じて当社少数株主の利益に配慮

されていると判断することは、いずれも合理的であることから、当社取締役会が、本公開買付けについ

て賛同意見を表明するとともに、当社の株主が本公開買付けに応募することを勧める旨の意見を表明す

ることは合理的である旨の答申を全会一致で行いました。 

当社は、第三者委員会との協議の上、デロイトトーマツＦＡＳ及び上記法務アドバイザーからの助言を

踏まえて、公開買付者らとの間で本公開買付価格について協議・交渉を重ねた上で、当社取締役会にお

いて、デロイトトーマツＦＡＳより受領した当社算定書の内容、本公開買付けの諸条件及び本非公開化

取引により当社に生じうる業務面及び財務面のシナジー効果等を考慮しつつ、第三者委員会の答申内容

を尊重して慎重に検討した結果、本公開買付けを通じた本非公開化取引が当社の企業価値向上の観点か

ら有益であり、本公開買付価格その他の条件は妥当で、当社少数株主の利益保護に十分留意されており、

当社の株主の皆様に対して適切な価格により合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断しま

した。以上の理由により、当社取締役会は、平成 21 年９月 14 日開催の取締役会において、本公開買付

けについて賛同意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを勧める旨

を決議しました。 
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なお、当社の取締役のうち、ウェイン・ティー・スミス氏は、ＢＡＳＦ ＳＥのキャタリスツ・ディビ

ジョン プレジデントの地位等を、ヴォルフガング・ハプケ氏は、ＢＡＳＦ ＳＥのマーケット・アンド・

ビジネス・ディベロップメント・アジア・パシフィック・ディビジョン プレジデントの地位を、ロー

ター・ラウピクラー氏は、ＢＡＳＦ ＳＥの子会社であるＢＡＳＦ （チャイナ） カンパニー リミテ

ッド キャタリスツディビジョン リージョナル・ビジネスマネージメント エンヴァイロメンタル・

テクノロジーズ・アジア・パシフィック ダイレクターとしての地位をそれぞれ有しているため、利益

相反回避の観点から、当社取締役会における本非公開化取引に関する審議及び決議には参加しておらず、

当社の立場において公開買付者らとの協議・交渉に参加しておりません。 

また、当社のその他の取締役のうち、石川幸男氏は、住友金属鉱山の顧問としての地位を有しているた

め、利益相反回避の観点から、当社の立場において公開買付者らとの協議・交渉に参加しておりません。

また、取締役会の定足数を確実に満たすという観点から、石川幸男氏は、当社取締役会における本非公

開化取引に関する審議及び決議に参加しておりますが、利益相反回避の観点から、当社としては、念の

ため、かかる審議及び決議に先立ち、まずはウェイン・ティー・スミス氏、ヴォルフガング・ハプケ氏

及びローター・ラウピクラー氏のほか石川幸男氏を除く４名の取締役により審議及び決議を行った上で、

石川幸男氏を含む５名の取締役によりさらに審議及び決議を行うという２段階の手続を経ております。

上記の平成 21 年９月 14 日開催の取締役会においても、本公開買付けに賛同意見を表明するとともに、

当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを勧めることについて、まず当該４名の取締役のみに

よる審議を経て、その全員一致でこれを承認する決議を行った上で、その後に石川幸男氏も含む５名の

取締役であらためて審議を行い、その全員一致で承認する決議を行っています。さらに、上記の取締役

会に参加した監査役は、いずれも当社の取締役会が本公開買付けに賛同意見を表明することに異議がな

い旨の意見を述べております。 

なお、当社と公開買付者らは、公開買付者以外の対抗買付者が実際に出現した場合に、当該対抗買付者

が当社との間で接触等を行うことを過度に制限するような内容の合意は行っていません。 

 

（４）上場廃止となる見込み及びその事由 

当社の普通株式は、本書提出日現在、ジャスダック証券取引所に上場されていますが、本公開買付けにお

いては買付けを行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、上場廃止基準

に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。また、当該基準に該当しない場合でも、公

開買付者らは、本公開買付けの終了後に、下記「(５)本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階

買収に関する事項）」に記載の各手続きを実行することにより、公開買付者グループが併せて当社の全ての

発行済株式（自己株式を除きます。）を有することを予定しているとのことですので、その場合には上場廃

止基準に該当し、当社の普通株式は上場廃止となります。なお、当社の普通株式が上場廃止となった場合は、

当社の普通株式をジャスダック証券取引所において取引することはできなくなります。 

 

（５）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

公開買付者らは、上記のとおり、本非公開化取引により、当社の株主を公開買付者グループのみにする

方針とのことであり、当社もこれに協力する方針です。すなわち、本公開買付けにより、公開買付者らが

当社の自己株式及び公開買付者グループが有する当社株式を除く当社の全ての発行済株式を取得できなか

った場合には、遅くとも平成 22 年３月頃までを目処に、以下の方法により本非公開化取引を実施する予定

であるとのことであり、当社もこれに協力する予定です。 

具体的には、公開買付者らは、①当社において定款の一部変更を行い、当社を会社法の規定する種類株

式発行会社とすること、②上記①による変更後の当社定款の一部変更を行い、当社の発行する全ての普通

株式に全部取得条項（会社法第 108 条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。）を付す

こと、及び③当社の当該株式の全部取得と引換えに別個の種類の当社株式を交付することを付議議案に含

む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催、並びに上記②を付議議案に含む普通株

主による種類株主総会の開催を当社に要請する予定であるとのことであり、当社もこれに協力する予定で

す。 
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上記各手続きが実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項が付された上で、

当社がこれを全て取得することとなり、当社の株主には当該取得の対価として別個の種類の当社株式が交

付されることになりますが、かかる取得の対価として交付される別個の種類の当社株式が１株未満の端数

となる株主に対しては、会社法第 234 条その他の関連法令の定めに従い、当該端数の合計数（１株に満た

ない端数は切り捨てられます。以下同じ。）を売却することによって得られる金銭が交付されることにな

ります。なお、当該端数の合計数の売却金額については、本公開買付価格を基準として算定する予定であ

り、この結果株主に交付されることになる１株あたりの金銭の額は、本公開買付価格と同額になる予定で

す。また、全部取得条項が付された当社の普通株式の取得の対価として交付する当社株式の種類及び数は、

本書提出日現在未定ですが、公開買付者グループが併せて当社の全ての発行済株式（自己株式を除きます。）

を有することになるよう、公開買付者グループ以外の当社の株主に対し交付しなければならない当社株式

の数が１株に満たない端数となるよう決定する予定です。 

上記①乃至③の手続きに関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、（i）上記②

の当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更に際しては、会社法第 116 条及び第 117 条その他の関

連法令の定めに従って、反対株主がその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、

また、（ii）上記③の全部取得条項が付された株式の全部取得が本臨時株主総会において決議された場合

には、会社法第 172 条その他の関連法令の定めに従って、当該株式の取得の価格の決定の申し立てを行う

ことができる旨が定められております。なお、これらの方法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、

最終的には裁判所が判断することになるため、本公開買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法

による請求又は申し立てを行うに際しての必要な手続きに関しては株主の皆様が各位において自らの責任

にて確認され、ご判断いただくことになります。 

なお、上記①乃至③の手続きについては、関連法令についての当局の解釈等の状況、本公開買付け後の

公開買付者グループによる株券等の所有状況並びに公開買付者グループ以外の当社の株主による当社株券

等の所有状況等によって、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があります。但し、その

場合でも、公開買付者グループが併せて当社の全ての発行済株式（自己株式を除きます。）を有すること

となるよう、公開買付者グループ以外の当社の株主に対しては、最終的に現金を交付する方法の採用を予

定しており、その場合に株主に交付されることになる金銭の額は本公開買付価格と同額になる予定ですが、

その場合の具体的な手続きについては、公開買付者と協議の上決定する予定です。 

本公開買付けは上記株主総会及び普通株主による種類株主総会における当社の株主の賛同を勧誘するも

のではありません。また、上記の各手続きにおける税務上の取扱については、株主の皆様が各位において

自らの責任にて税務専門家にご確認ください。 

 

（６）上場廃止となることが見込まれる公開買付けに応募することを勧める理由及び代替措置の検討状況 
 上記「（４） 上場廃止となる見込み及びその事由」のとおり、本非公開化取引により、当社の普通株式は

上場廃止となりますが、当社取締役会は、公開買付者らによる本非公開化取引が実現すれば、当社の企業価

値向上の観点から有益であると考え、本公開買付けに関し、賛同意見を表明しました。また、当社は、本公

開買付価格が当社少数株主にとって前記「（３）買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相

反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり妥当なものであり、

本公開買付けは当社の全ての株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、

当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを勧める旨を決議しました。 
なお、公開買付者らは、当社の株主の利益を保護するべく、上記「（５）本公開買付け後の組織再編等の

方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の方法により、上場廃止となる当社の普通株式に代わる

対価として、現金の交付を受ける機会を当社の株主に提供しつつ、本非公開化取引の実施を企図している

とのことです。全部取得条項付株式の取得の対価として交付される別個の種類の当社株式の端数の合計数

の売却金額については、本公開買付価格を基準として算定する予定であり、この結果株主に交付されるこ

とになる１株あたりの金銭の額は、本公開買付価格と同額になる予定です。 
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（７）その他 

当社は、平成 21 年９月 14 日に平成 22 年３月期の業績予想の修正を発表しております。詳細につきまし

ては、同日付で公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

また、当社は、当社の平成 21 年８月５日付「平成 22 年３月期第１四半期決算短信」において、当社の

平成 21 年９月末日を基準日とする当期の中間配当について１株当たり 12 円の配当、及び平成 22 年３月末

日を基準日とする当期の期末配当について１株当たり 14 円の配当の予測を公表しておりました。しかしな

がら、当社の平成 21 年９月末日を基準日とする当期の中間配当については、上記の当社の業績予想の修正

を受け、１株当たり 15 円の配当を実施する予定です。また、平成 22 年３月末日を基準日とする当期の期

末配当については、同基準日時点では、当社株式は上場廃止となっていると予測されること、及び仮に同

基準日時点において当社に当社少数株主がいる場合において、当期の期末配当を実施するときは、本公開

買付けに応募した株主と応募しなかった株主との間で不公平が生じることから、平成 22 年３月期期末の配

当を行わない予定であることを平成 21 年９月 14 日に公表しております。なお、詳細につきましては、当

社が同日に公表した「平成 22 年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。また、上

記のとおり、平成 21 年９月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対して１株当たり

15 円の中間配当を実施する予定であるところ、本公開買付けに応募されるか否かにかかわらず、平成 21年

９月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録質権者は中間配当を受領することができます。 

 

３．公開買付者と対象者の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

該当事項はありません。 

 

５．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

該当事項はありません。 

 

６．公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 

 

７．公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 

 

８．今後の見通し 

本公開買付けによる平成 22 年 3 月期の当社の業績への影響については、軽微であると見込んでおります。 

 

９．親会社等との取引等に関する事項 
本取引は、親会社等との取引に該当します。 

 

以 上 
 

※本プレスリリースに含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第 167 条第３項、同４項及び金融商品取引法施行令第

30 条の規定により、内部者取引（いわゆるインサイダー取引）規制に関する第一次情報受領者として、公開買付者らによる

発表から 12 時間を経過するまでは、当社株券等の買付けが禁止される可能性がありますので十分にご注意下さい。万一、

当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われることがあっても、当社は一切責任を負いかねます

ので、予めご了承下さい。 

 

 

（参考）住友金属鉱山による平成 21 年９月 14 日付「エヌ・イー ケムキャット株式会社株式に対する公開買付

けの開始に関するお知らせ」及びＢＡＳＦジャパン株式会社による平成 21 年９月 14 日付「エヌ・イー 

ケムキャット株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 
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平成21年９月14日 

各 位 

 

会 社 名 住友金属鉱山株式会社 

代表者名 代表取締役社長 家守 伸正 

（コード番号 5713 東・大証第１部） 

問合せ先 広報IR部 大場 浩正 

（TEL. 03－3436－7705） 

 

 

エヌ・イー ケムキャット株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

住友金属鉱山株式会社（以下「当社」又は「住友金属鉱山」といいます。）は、本日開催の取締役会におい

て、下記のとおり、ＢＡＳＦ キャタリスツ アジア ビーブイ（以下「ＢＡＳＦ ＢＶ」といい、当社と総

称して又は個別に「公開買付者」といいます。また、両社を総称して｢公開買付者ら｣ということがありま

す。）と共同で行う公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により、エヌ・イー ケムキャット株式

会社（ジャスダック上場：コード番号 4106 以下「対象者」といいます。）の株式を取得することを決定いた

しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．買付け等の目的等 

（１）本公開買付けの概要 

公開買付者の一方である住友金属鉱山は、対象者の普通株式 12,237,500 株（本日現在の対象者の発行済

株式総数に対する所有株式数の割合（以下「株式所有割合」といいます。）は 42.22％）を有しております。

他方、ＢＡＳＦ ＢＶは、ＢＡＳＦ キャタリスツ ホールディング チャイナ ＬＬＣ及びＢＡＳＦ 

キャタリスツ ＬＬＣ（以下、ＢＡＳＦ ＢＶ及びこれら２社を個別に又は総称して「ＢＡＳＦ関係者」と

いいます。）が有する対象者の普通株式と合わせて、これら３社にて、住友金属鉱山の有する株数と同数の

対象者の普通株式を有しております。ＢＡＳＦ関係者は、いずれもフランクフルト証券取引所上場のＢＡＳ

Ｆ ＳＥの間接所有の子会社になります。 

以上のとおり、住友金属鉱山とＢＡＳＦ関係者は合わせて、対象者の発行済株式の 84.44％を有しており

ますが、この度、住友金属鉱山及びＢＡＳＦ ＢＶは共同で、対象者の全ての発行済株式（但し、住友金属

鉱山及びＢＡＳＦ関係者（以下、総称して「公開買付者グループ」といいます。）が既に有する対象者の普

通株式及び対象者の有する自己株式を除きます。）の取得を目的とする一連の取引（以下「本非公開化取

引」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。公開買付者は、本公

開買付けにおいて、買付予定の株券等の数に、上限及び下限を設定いたしません。また、本公開買付けにお

いて買付け等を行う応募株券等は、住友金属鉱山及びＢＡＳＦ ＢＶが50：50の比率で買付け等を行うもの

とします（但し、かかる割合で配分した結果生じる端数については、住友金属鉱山が買付け等を行うものと

します。）。 

公開買付者らは、本公開買付けの結果、対象者の全ての発行済株式を取得できなかった場合には、対象

者の株主を公開買付者グループのみとするための手続（その詳細は後記「（５）本公開買付け後の組織再編

等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のとおりです。）を実施することを予定しております。 
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ＢＡＳＦ関係者であるＢＡＳＦ キャタリスツ ホールディング チャイナ ＬＬＣ及びＢＡＳＦ 

キャタリスツ ＬＬＣは、本公開買付けには応募しない予定です。また、本公開買付けを含む本非公開化取

引後に、住友金属鉱山とＢＡＳＦ関係者が有する対象者の株数は同一となる予定です。 

なお、対象者は本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同し、対象者の株主に本公開買付けへ

の応募を勧める旨の決議を行ったとのことであります。 

 

（２）本公開買付けの背景及び目的ならびに本公開買付けを実施するに至った意思決定の過程 

対象者は、昭和 39 年に各種貴金属触媒、金液、貴金属めっき薬品、溶液等の製造販売ならびに貴金属屑

の回収精製事業を目的として住友金属鉱山とエンゲルハード・インダストリーズ・インコーポレーティド

（現ＢＡＳＦ キャタリスツ ＬＬＣ）の共同出資により、日本エンゲルハルド株式会社として設立されま

した。平成元年には、現在のエヌ・イー ケムキャット株式会社に商号を改め、同年、日本証券業協会に株

式を店頭登録して株式を公開し、平成 16 年には、日本証券業協会への店頭登録を取消し、株式会社ジャス

ダック証券取引所（以下「ジャスダック証券取引所」といいます。）に株式を上場しました。 

対象者は、日本国内の主要な貴金属触媒メーカーとして、エネルギー、自動車、石油化学、ファインケ

ミカル、医薬品及び公害防止などさまざまな分野で活用される触媒を開発・製造するとともに、電子部品の

表面処理薬品やめっき装置の製造・販売も行い、大きく成長を続けてきました。この間、対象者と公開買付

者グループとは技術援助、原材料の購入、製品の販売等を通じて連携を深めて参りました。 

今後、対象者の触媒開発の分野では、基礎研究を行い新触媒の開発を押し進める必要性が高まっており

ます。特に、対象者の主要製品である自動車触媒の分野におきましては、技術開発スピードが加速しており、

自動車メーカーのニーズにより、省貴金属化を達成しかつ高性能の触媒が求められるとともに、排ガス規制

に適合するために、より高品質な技術を迅速に提供することを求められております。ガソリン車やディーゼ

ル車は、今後も当分の間、自動車の主流であり続けると考えられますが、世界的な環境規制の強化とともに、

新触媒の開発が一層重要になって参ります。化学触媒の分野におきましても、医薬及び農薬も含めたファイ

ンケミカル分野に使用される触媒に高度な機能の要求が高まっており、従来中心であった石油化学の分野と

は異なるアプローチが必要となってきています。 

このような状況下において、公開買付者グループは、対象者が、次世代触媒を開発し、商品化し、効率

的に生産していくために、持続可能な方法でどのように運営されていくべきかを徹底的に検討して参りまし

た。その結果、公開買付者グループは、ビジネスチャンスを的確に捉え、中長期的に予想される競争を制す

るために、対象者が公開買付者グループと一丸となって、戦略及びオペレーション上の施策を遂行していく

必要があるとの結論に至りました。しかしながら、対象者が上場企業であることから、公開買付者グループ

の利益と少数株主の利益との両方に配慮する必要があり、短期的な利益追求にとらわれない迅速且つ柔軟な

経営戦略の策定と実行を行う上で、上場が制約となる可能性が出てきました。また、近年、資本市場に対す

る各種の規制が強化されたことに伴い、株式の上場維持コスト、情報開示義務を含め上場に伴う負担が増加

する傾向にもあります。公開買付者グループは、これらの事情を勘案の上、対象者が公開買付者グループと

一丸となって、戦略及びオペレーション上の施策を遂行していくため、本非公開化取引の実施を決定いたし

ました。 

公開買付者グループは、本公開買付けを含む本非公開化取引後、対象者が、公開買付者グループの保有

する競争力及びノウハウをより有効に活用し、両者の事業協力関係を強固なものとすることにより、技術開

発及びその展開の面で対象者の更なる企業価値向上に寄与できるものと考えています。 

 

（３）買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 

公開買付者らは、本日現在、合計して対象者の普通株式に係る総議決権の過半数を有しており、また、後

述しますとおり、対象者の取締役の一部は公開買付者らと利害関係を有しています。このような状況を踏ま

え、公開買付者ら及び対象者は、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格の公正性の担保、本公開買付

けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除、及び利益相反の回避の観点から、以下の

ように本公開買付けの公正性を担保するための措置を実施しました（なお、以下の記述中の対象者において

実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。）。 
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公開買付者らは、本公開買付けに至る意思決定過程における客観性・透明性を確保するため、大和証券エ

スエムビーシー株式会社（以下「大和証券エスエムビーシー」といいます。）に対してフィナンシャル・ア

ドバイザーとしての助言を依頼し、また、法務アドバイザーとしてビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法

事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）を選任し、同事務所による法的助言を

得ながら慎重に議論・検討を重ねて参りました。 

公開買付者らは、本公開買付けにおける対象者普通株式１株当たりの買付価格（以下「本公開買付価格」

といいます。）を決定するに当たり、公開買付者ら及び対象者から独立した第三者算定機関としての大和証

券エスエムビーシーに対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、平成21年９月11日付で株式価値算定書を

取得しております。対象者は本日付プレスリリース「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成

22 年３月期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）に係る通期の業績予想の修正を公表しておりま

すが、公開買付者らは、当該株式価値算定書において上記業績予想の修正内容が勘案されている旨、大和証

券エスエムビーシーより報告を受けております（なお、公開買付者らは、本公開買付価格の公正性に関する

意見書（フェアネスオピニオン）を取得しておりません。）。本公開買付価格である１株当たり1,830円は、

かかる大和証券エスエムビーシーによる株式価値算定書を参考に、過去の発行者以外の者による株券等の公

開買付けの事例において市場価格に付与されたプレミアムの実例、対象者による本公開買付けへの賛同の可

否、対象者株式の市場株価の動向及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者との協議・

交渉の結果等も踏まえて、平成21年９月11日付のＢＡＳＦ ＢＶの取締役会、及び本日付の住友金属鉱山

の取締役会においてそれぞれ決定したものです。なお、上記に記載のとおり、ＢＡＳＦ ＢＶは、平成 21

年９月 11 日付で本公開買付けの実施を決定しておりますが、ＢＡＳＦ ＢＶによる本公開買付けに係る公

表は本公表以降になされる予定です。 

なお、本公開買付価格1,830円は、平成21年９月11日のジャスダック証券取引所における対象者株式の

終値 1,170 円に対して 56.41％（小数点以下第三位四捨五入。以下同じ。）のプレミアムを、平成 21 年９月

11日までの過去１ヵ月間の対象者株式の終値の単純平均値1,146円に対して59.69％のプレミアムを、平成

21 年９月 11 日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値 1,045 円に対して 75.12％のプレミアムを、それぞ

れ加えた金額に相当するものであります。 

一方、対象者取締役会は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、対象者及び公開買付者らから

独立した財務アドバイザーであるデロイト トーマツ ＦＡＳ株式会社（以下「デロイト トーマツ ＦＡ

Ｓ」といいます。）を第三者算定機関に選定し、本公開買付価格の妥当性を検討するための参考とするため

に、対象者の株式価値の算定を依頼しました。 

対象者は、デロイト トーマツ ＦＡＳより、対象者株式価値に関する株式価値算定書（以下「対象者算

定書」といいます。）を取得しました（なお、対象者は、本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネ

スオピニオン）を取得しておりません。）。対象者算定書では、対象者が提供した財務情報及び財務予測等に

基づき、一定の前提及び条件の下で、対象者株式価値につき分析されています。デロイト トーマツ ＦＡ

Ｓは、市場株価法、修正簿価純資産法、類似会社比較法及びディスカウンテッドキャッシュフロー法（以下

「ＤＣＦ法」といいます。）の各手法を用いて対象者の株式価値算定を行いました。対象者算定書における

各手法における対象者の１株当たり株式価値の算定結果は以下のとおりです。すなわち、市場株価法では

942 円から1,179 円、修正簿価純資産法では1,392 円、類似会社比較法では1,456 円から1,595 円、ＤＣＦ

法では1,736円から1,997円です。なお、対象者は、本日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において、

平成 22 年３月期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）に係る通期の業績予想の修正を公表してお

りますが、対象者算定書において、当該業績予想の修正内容が勘案されている旨、デロイト トーマツ Ｆ

ＡＳより説明を受けているとのことです。 

また、対象者取締役会は、対象者及び公開買付者らから独立した法務アドバイザーとして長島・大野・常

松法律事務所を選定しており、本公開買付けの諸手続きを含む取締役会の意思決定の方法・過程等について

法的助言を受けています。 

さらに、対象者取締役会は、平成21年８月10日、本公開買付けに係る対象者の意思決定の恣意性を排除

し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立するために、対象者及び公開買付者らから独立し

た外部の有識者によって構成される第三者委員会を設置し、第三者委員会から得られる本公開買付けに関す
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る答申を最大限尊重することとした上で、本公開買付けに対して対象者が表明すべき意見の内容の検討にあ

たって、第三者委員会に対し諮問することを決議しました。第三者委員会の委員としては、対象者及び公開

買付者らからの独立性を有する、土橋正氏（弁護士、青山学院大学教授）及び冨山和彦氏(経営共創基盤代

表取締役ＣＥＯ）ならびに対象者社外監査役である佐藤真良氏（公認会計士、佐藤公認会計士事務所所長）

の３名を選定しています。第三者委員会は、平成21年８月11日より、①本公開買付けを含む本非公開化取

引により対象者の企業価値が向上するか、②本公開買付価格の公正性が確保されているか、及び③公正な手

続を通じて公開買付者グループを除く対象者の株主（以下「対象者少数株主」といいます。）の利益に配慮

されているかという観点等から、対象者取締役会が本公開買付けに対して表明すべき意見の内容について検

討を行いました。第三者委員会は、かかる検討にあたり、対象者から本非公開化取引の背景、検討状況及び

対象者の本非公開化取引についての考え方についての説明を受けており、また、デロイト トーマツ ＦＡ

Ｓが対象者に対して提出した対象者算定書を参考にするとともに、デロイト トーマツ ＦＡＳから対象者

の株式価値評価に関する説明を受けています。また、第三者委員会は、対象者の上記法務アドバイザーから、

本非公開化取引の手続及びこれに関連する法律上の問題点に関する説明を受けています。第三者委員会は、

かかる経緯の下、対象者取締役会からの諮問事項につき慎重に検討した結果、平成21年９月10日に、対象

者取締役会に対して、①本非公開化取引により対象者の企業価値が向上すると判断すること、②本公開買付

価格は、対象者少数株主の利益に一定の配慮がなされており、妥当な価格の範囲内に収まっていると判断す

ること、及び③本非公開化取引において公正な手続を通じて対象者少数株主の利益に配慮されていると判断

することは、いずれも合理的であることから、対象者取締役会が、本公開買付けについて賛同の意を表明す

るとともに、対象者の株主が本公開買付けに応募することを勧める旨の意見を表明することは合理的である

旨の答申を全会一致で行いました。 

対象者は、第三者委員会との協議、デロイト トーマツ ＦＡＳ及び上記法務アドバイザーからの助言を

踏まえて、公開買付者らとの間で本公開買付価格について協議・交渉を重ねた上で、対象者取締役会におい

て、デロイト トーマツ ＦＡＳより受領した対象者算定書の内容、本公開買付けの諸条件及び本非公開化

取引により対象者に生じうる業務面及び財務面のシナジー効果等を考慮しつつ、第三者委員会の答申内容を

尊重して慎重に検討した結果、本公開買付けを通じた本非公開化取引が対象者の企業価値向上の観点から有

益であり、本公開買付価格その他の条件は妥当で、対象者少数株主の利益保護に十分留意されており、対象

者の株主に対して適切な価格により合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断しました。以上の

理由により、対象者取締役会は、本日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同の意を表明する

とともに、対象者の株主が本公開買付けに応募することを勧める旨を決議しました。 

なお、対象者の取締役のうち、ウェイン・ティー・スミス氏は、ＢＡＳＦ ＳＥのキャタリスツ・ディビ

ジョン プレジデントの地位等を、ヴォルフガング・ハプケ氏は、ＢＡＳＦ ＳＥのマーケット・アンド・

ビジネス・ディベロップメント・アジア・パシフィック・ディビジョン プレジデントの地位を、ロー

ター・ラウピクラー氏は、ＢＡＳＦ ＳＥの子会社であるＢＡＳＦ （チャイナ） カンパニー リミテッド

のキャタリスツディビジョン リージョナル・ビジネスマネージメント エンヴァイロメンタル・テクノロ

ジーズ・アジア・パシフィック ダイレクターとしての地位をそれぞれ有しているため、利益相反回避の観

点から、対象者取締役会における本非公開化取引に関する審議及び決議には参加しておらず、対象者の立場

において公開買付者らとの協議・交渉に参加しておりません。 

また、対象者のその他の取締役のうち、石川幸男氏は、住友金属鉱山の顧問としての地位を有しているた

め、利益相反回避の観点から、対象者の立場において公開買付者らとの協議・交渉に参加しておりません。

また、取締役会の定足数を確実に満たすという観点から、石川幸男氏は、対象者取締役会における本非公開

化取引に関する審議及び決議に参加しておりますが、利益相反回避の観点から、対象者としては、かかる審

議及び決議に先立ち、まずはウェイン・ティー・スミス氏、ヴォルフガング・ハプケ氏及びローター・ラウ

ピクラー氏のほか石川幸男氏を除く４名の取締役により審議及び決議を行った上で、石川幸男氏を含む５名

の取締役によりさらに審議及び決議を行うという２段階の手続を経ております。上記の本日開催の取締役会

においても、本公開買付けに賛同の意を表明するとともに、対象者の株主が本公開買付けに応募することを

勧めることについて、まず当該４名の取締役のみによる審議を経て、その全員一致でこれを承認する決議を

行った上で、その後に石川幸男氏も含む５名の取締役であらためて審議を行い、その全員一致で承認する決
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議を行っています。さらに、上記の取締役会に参加した監査役は、いずれも対象者の取締役が本公開買付け

に賛同する旨の意見を表明することに異議がない旨の意見を述べております。 

なお、対象者と公開買付者らは、公開買付者以外の対抗買付者が実際に出現した場合に、当該対抗買付者

が対象者との間で接触等を行うことを過度に制限するような内容の合意は行っていません。 

 

（４）上場廃止等となる見込みがある旨及び事由 

対象者の普通株式は、本日現在、ジャスダック証券取引所に上場されていますが、本公開買付けにおい

ては買付けを行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、ジャスダック証

券取引所の株券上場廃止基準（以下「上場廃止基準」といいます。）に従い、所定の手続きを経て上場廃止

となる可能性があります。また、当該基準に該当しない場合でも、公開買付者らは、本公開買付けの終了後

に、下記「（５）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の各手続

きを実行することにより、公開買付者グループが合わせて対象者の全ての発行済株式（自己株式を除きま

す。）を有することを予定していますので、その場合には上場廃止基準に該当し対象者の普通株式は上場廃

止となります。なお、対象者の普通株式が上場廃止となった場合は、対象者の普通株式をジャスダック証券

取引所において取引することはできなくなります。 

 

（５）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

公開買付者らは、公開買付者グループを除く対象者の株主に対して、公正な価格かつ効率的な方法による

株式売却の機会を提供するため本公開買付けを行うこととしましたが、本公開買付けの結果、対象者の自己

株式及び公開買付者グループが有する対象者株式を除く、対象者の全ての発行済株式を取得できなかった場

合には、遅くとも平成 22 年３月頃までを目処に、以下の方法により本非公開化取引を完了させる予定です。 

具体的には、公開買付者らは、①対象者において定款の一部変更を行い、対象者を会社法の規定する種類

株式発行会社とすること、②上記①による変更後の対象者定款の一部変更を行い、対象者の発行する全ての

普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。）を付

すこと、及び③対象者の当該株式の全部取得と引換えに別個の種類の対象者株式を交付することを付議議案

に含む臨時株主総会の開催、ならびに上記②を付議議案に含む普通株主による種類株主総会の開催を対象者

に要請する予定です。また、公開買付者らは、上記の臨時株主総会及び種類株主総会において上記各議案に

賛成する予定です。 

上記各手続きが実行された場合には、対象者の発行する全ての普通株式に全部取得条項が付された上で、

対象者がこれを全て取得することとなり、対象者の株主には当該取得の対価として別個の種類の対象者株式

が交付されることとなりますが、かかる取得の対価として交付される別個の種類の対象者株式が１株未満の

端数となる株主に対しては、会社法第234条その他の関連法令の定めに従い、当該端数の合計数（１株に満

たない端数は切り捨てられます。以下同じ。）を売却すること等によって得られる金銭が交付されることと

なります。なお、当該端数の合計数の売却金額については、本公開買付価格を基準として算定する予定であ

り、この結果株主に交付されることとなる金銭の額は、本公開買付価格と同額になる予定です。また、全部

取得条項が付された対象者の普通株式の取得の対価として交付する対象者株式の種類及び数は、本日現在未

定ですが、公開買付者は対象者に対して、公開買付者グループが合わせて対象者の全ての発行済株式（自己

株式を除きます。）を有することとなるよう、公開買付者グループ以外の対象者の株主に対し交付しなけれ

ばならない対象者株式の数が１株に満たない端数となるよう決定することを要請する予定です。 

上記①乃至③の手続きに関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、(ⅰ)上記②の

対象者普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更に際しては、会社法第116条及び第117条その他の関連

法令の定めに従って、反対株主がその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、

(ⅱ)上記③の全部取得条項が付された株式の全部取得が上記の臨時株主総会において決議された場合には、

会社法第172条その他の関連法令の定めに従って、当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができ

る旨が定められております。なお、これらの方法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には

裁判所が判断することとなるため、本公開買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求又

は申立てを行うに際しての必要な手続きに関しては株主各位において自らの責任にて確認され、ご判断いた
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だくこととなります。なお、上記①乃至③の手続きについては、関連法令についての当局の解釈等の状況、

本公開買付け後の公開買付者グループによる株券等の所有状況ならびに公開買付者グループ以外の対象者の

株主による対象者株券等の所有状況等によって、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があ

ります。但し、その場合でも、公開買付者グループが合わせて対象者の全ての発行済株式（自己株式を除き

ます。）を有することとなるよう、公開買付者グループ以外の対象者の株主に対しては、最終的に現金を交

付する方法の採用を予定しており、その場合に株主に交付されることとなる金銭の額は本公開買付価格と同

額になる予定ですが、その場合の具体的な手続きについては、対象者と協議の上決定する予定です。 

本公開買付けは上記の株主総会及び種類株主総会における対象者の株主の賛同を勧誘するものではありま

せん。また、上記の各手続きにおける税務上の取扱については、株主各位において自らの責任にて税務専門

家にご確認ください。 

対象者は、本日付「平成22年3月期配当予想の修正に関するお知らせ」により、平成22年３月末日を基

準日とする当期の期末配当については、同基準日時点では、対象者株式は上場廃止となっていると予測され

ること、及び仮に同基準日時点において対象者に対象者少数株主がいる場合において、当期の期末配当を実

施するときは、本公開買付けに応募した株主と応募しなかった株主との間で不公平が生じることから、平成

22 年３月期末の配当を行わない予定であることを公表しております。また、対象者は、本日付「業績予想

の修正に関するお知らせ」により、平成22年３月期の業績予想の修正を発表し、同日付「平成22年3月期

配当予想の修正に関するお知らせ」により、かかる業績予想の修正を受け、平成 21 年９月末日を基準日と

する当期の中間配当の予想を修正する旨公表しています（後記「４．その他」の「（２）投資者が買付け等

への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報」の記載をご参照ください。）。 

 

（６）公開買付者と対象者の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 

該当事項はありません。なお、ＢＡＳＦ関係者であるＢＡＳＦ キャタリスツ ホールディング チャイ

ナ ＬＬＣ及びＢＡＳＦ キャタリスツ ＬＬＣは、本公開買付けには応募しない予定です。 

 

２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要 

① 名 称 エヌ・イー ケムキャット株式会社  

② 所 在 地 東京都港区浜松町２丁目４番１号  

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  牧野 進  

④ 
事 業 内 容 

化学触媒・自動車触媒・表面処理薬品等の製品および商品の製造・販売を中

心とした化学品事業 

⑤ 資 本 金 34億2,350万円 （平成21年９月14日現在）  

⑥ 設 立 年 月 日 1964年（昭和39年）４月９日  

⑦ 大株主及び持株比率 住友金属鉱山㈱ 42.22%

 （平成 21年 3月 31 日現在） ＢＡＳＦ キャタリスツ アジア Ｂ.Ｖ.  

(常任代理人ゴールドマン・サックス証券会社㈱) 

39.30%

 
 

ＢＡＳＦ キャタリスツ ホールディング チャイナ ＬＬＣ  

(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券会社㈱) 

2.92%

  日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 信託口 0.90%

  日本マスタートラスト信託銀行㈱ 信託口 0.77%

 

 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパ

ニー 505019  

(常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室) 

0.77%

 

 

ノーザン トラスト コーポレーション (エイブイエフシー) 

サブ アカウント アメリカン クライアント(常任代理人 香

港上海銀行東京支店) 

0.54%

  ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパ 0.51%
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ニー 505025 (常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行兜町証

券決済業務室) 

 
 

カセイス バンク オーディナリー アカウント(常任代理人 

㈱三菱東京UFJ銀行) 

0.45%

 
 

住友生命保険相互会社(常任代理人 日本トラスティ・サービス

信託銀行㈱) 

0.44%

  （平成21年３月31日現在） 

⑧ 公開買付者と対象者の関係  

 

 

 

資 本 関 係 

当社は、平成 21 年９月 14 日現在、対象者の発行済株式総数の 42.22％に相

当する12,237,500株を有しています。 

ＢＡＳＦ ＢＶは、対象者の発行済株式総数の 39.30％に相当する

11,391,000 株を有しております。なお、ＢＡＳＦ キャタリスツ ホール

ディング チャイナ ＬＬＣ及びＢＡＳＦ キャタリスツ ＬＬＣの所有分

と合算すると対象者の発行済株式総数の 42.22％に相当する 12,237,500 株

を有しております。 

 

 

 

人 的 関 係 

対象者の取締役のうち石川幸男氏は、当社の顧問です。 

ＢＡＳＦ ＢＶは、該当事項はありません。なお、対象者の取締役のうち、

ウェイン・ティー・スミス氏は、ＢＡＳＦ ＳＥのキャタリスツ・ディビ

ジョン プレジデントの地位等を、ヴォルフガング・ハプケ氏は、ＢＡＳＦ

ＳＥのマーケット・アンド・ビジネス・ディベロップメント・アジア・パシ

フィック・ディビジョン プレジデントの地位を、ローター・ラウピクラー

氏は、ＢＡＳＦ ＳＥの子会社であるＢＡＳＦ （チャイナ） カンパニー

リミテッド キャタリスツディビジョン リージョナル・ビジネスマネージ

メント エンヴァイロメンタル・テクノロジーズ・アジア・パシフィック

ダイレクターとしての地位をそれぞれ有しております。 

 

 

 
取 引 関 係 

当社は、対象者との間で、当社の貴金属の販売、対象者製品等の購入、貴金

属回収の受託等の取引があります。 

ＢＡＳＦ ＢＶは、該当事項はありません。なお、対象者は、ＢＡＳＦ

キャタリスツ ＬＬＣから原材料の購入及び商品の購入をしております（Ｂ

ＡＳＦ キャタリスツ ＬＬＣはＢＡＳＦ ＳＥの間接所有の子会社であり

ます。）。 

 

 

 

関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

対象者は、当社及びＢＡＳＦ ＢＶの持分法適用関連会社であり、関連当事

者に該当します。 

 

（２）買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

平成21年９月15日（火曜日）から平成21年10月30日（金曜日）まで（30営業日） 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 

 

（３）買付け等の価格 

普通株式１株につき、1,830円 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 
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公開買付者らは、本公開買付価格を1,830円とすることを決定するに当たり、フィナンシャル・ア

ドバイザーである大和証券エスエムビーシーに対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、平成 21 年

９月 11 日付で株式価値算定書を取得しております。対象者は本日付プレスリリース「業績予想の修

正に関するお知らせ」において、平成 22 年３月期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）に

係る通期の業績予想の修正を公表しておりますが、公開買付者らは、当該株式価値算定書において上

記業績予想の修正内容が勘案されている旨、大和証券エスエムビーシーより報告を受けております

（なお、公開買付者らは、本公開買付価格の公正性に関する意見書（フェアネスオピニオン）を取得

しておりません。また、大和証券エスエムビーシーは、公開買付者らから独立した第三者算定機関で

あり、公開買付者らの関連当事者には該当しません。）。 

大和証券エスエムビーシーは、採用すべき算定手法を検討の上、対象者の収益性、資産性、将来性

等の様々な要素を反映し、資本市場において形成される市場株価に基づくマーケット・アプローチに

よる評価手法のひとつとして市場株価法を、市場株価法を補完するものとして類似会社比較法を、そ

して対象会社の中長期的なキャッシュフロー創出能力を反映するインカム・アプローチによる評価手

法の一つとしてＤＣＦ法をそれぞれ用いて対象者の株式価値算定を行いました。当該株式価値算定書

によりますと、各手法における対象者の１株当たりの株式価値の算定結果は以下のとおりです。 

 

・市場株価法 985円～1,133円 

・類似会社比較法 1,734円～1,884円 

・ＤＣＦ法 1,441円～1,967円 

 

まず、市場株価法につきましては、平成 21 年９月９日を基準日として、対象者のジャスダック証

券取引所における直近１ヶ月、３ヶ月、及び６ヶ月における出来高加重平均株価を基に、１株当たり

の株式価値の範囲を985円から1,133円までと分析しております。 

また、類似会社比較法では、対象者と類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や収益性等を示

す財務指標との比較を通じて、対象者の株式価値を評価し、１株当たりの株式価値の範囲を1,734円

から1,884円までと分析しております。 

最後に、ＤＣＦ法では、対象者及び公開買付者がそれぞれ作成した事業計画に基づく平成 22 年３

月期以降の対象者の将来キャッシュフローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式

価値を分析し、１株当たりの株式価値の範囲を1,441円から1,967円までと分析しております。 

公開買付者らは、上記の算定結果を参考に、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事

例において市場価格に付与されたプレミアムの実例、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、対

象者株式の市場株価の動向及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者との協議・

交渉の結果等も踏まえて、本公開買付価格を１株当たり1,830円と決定いたしました。 

なお、本公開買付価格は、平成21年９月11日のジャスダック証券取引所における対象者株式の終

値 1,170 円に対して 56.41％（小数点以下第三位四捨五入。以下同じ。）のプレミアムを、平成 21 年

９月 11 日までの過去１ヵ月間の対象者株式の終値の単純平均値 1,146 円に対して 59.69％のプレミ

アムを、平成21年９月 11 日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値1,045 円に対して75.12％のプ

レミアムを、それぞれ加えた金額に相当するものであります。 

 

② 算定の経緯 

公開買付者らは、対象者を含む公開買付者グループにおける戦略及びオペレーション上の施策を機

動的に遂行し、もって、対象会社の中長期的な企業価値の向上を実現するためには、対象者の非公開

化が必要であると判断し、平成 21 年６月初旬より、本公開買付けを含む非公開化取引に関する具体

的な検討を始めました。 

本公開買付けに係る協議・検討の過程におきましては、公開買付者ら及び対象者は、本公開買付価

格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除、及

び利益相反の回避の観点から、以下のように本公開買付けの公正性を担保するための措置を実施しま



 - 9 -

した（なお、以下の記述中の対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づ

くものです。）。 

公開買付者らは、本公開買付価格を決定するに当たり、フィナンシャル・アドバイザーである大和

証券エスエムビーシーに対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、平成21年９月11日付で株式価値

算定書を取得しております。対象者は本日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成

22 年３月期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）に係る通期の業績予想の修正を公表して

おりますが、公開買付者らは、当該株式価値算定書において上記業績予想の修正内容が勘案されてい

る旨、大和証券エスエムビーシーより報告を受けております（なお、公開買付者らは、本公開買付価

格の公正性に関する意見書（フェアネスオピニオン）を取得しておりません。また、大和証券エスエ

ムビーシーは、公開買付者らから独立した第三者算定機関であり、公開買付者らの関連当事者には該

当しません。）。 

大和証券エスエムビーシーは、採用すべき算定手法を検討の上、対象者の収益性、資産性、将来性

等の様々な要素を反映し、資本市場において形成される市場株価に基づくマーケット・アプローチに

よる評価手法のひとつとして市場株価法を、市場株価法を補完するものとして類似会社比較法を、そ

して対象会社の中長期的なキャッシュフロー創出能力を反映するインカム・アプローチによる評価手

法の一つとしてＤＣＦ法をそれぞれ用いて対象者の株式価値算定を行いました。当該株式価値算定書

によりますと、各手法における対象者の１株当たりの株式価値の算定結果は以下のとおりです。 

 

・市場株価法 985円～1,133円 

・類似会社比較法 1,734円～1,884円 

・ＤＣＦ法 1,441円～1,967円 

 

本公開買付価格である１株当たり1,830円は、上記の算定結果を参考に、過去の発行者以外の者に

よる株券等の公開買付けの事例において市場価格に付与されたプレミアムの実例、対象者による本公

開買付けへの賛同の可否、対象者株式の市場株価の動向及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案

し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえて、平成 21 年９月 11 日付のＢＡＳＦ ＢＶの取

締役会、及び本日付の住友金属鉱山の取締役会においてそれぞれ決定したものです。なお、上記に記

載のとおり、ＢＡＳＦ ＢＶは、平成21年９月11日付で本公開買付けの実施を決定しておりますが、

ＢＡＳＦ ＢＶによる本公開買付けに係る公表は本公表以降になされる予定です。 

なお、本公開買付価格は、平成21年９月11日のジャスダック証券取引所における対象者株式の終

値 1,170 円に対して 56.41％（小数点以下第三位四捨五入。以下同じ。）のプレミアムを、平成 21 年

９月 11 日までの過去１ヵ月間の対象者株式の終値の単純平均値 1,146 円に対して 59.69％のプレミ

アムを、平成21年９月 11日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値1,045 円に対して75.12％のプ

レミアムを、それぞれ加えた金額に相当するものであります。 

 

一方、対象者取締役会は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、対象者及び公開買付者

らから独立した財務アドバイザーであるデロイト トーマツ ＦＡＳを第三者算定機関に選定し、本

公開買付価格の妥当性を検討するための参考とするために、対象者の株式価値の算定を依頼しました。 

対象者は、デロイト トーマツ ＦＡＳより、対象者算定書を取得しました（なお、対象者は、本

公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネスオピニオン）を取得しておりません。）。対象者算定

書では、対象者が提供した財務情報及び財務予測等に基づき、一定の前提及び条件の下で、対象者株

式価値につき分析されています。デロイト トーマツ ＦＡＳは、市場株価法、修正簿価純資産法、

類似会社比較法及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株式価値算定を行いました。対象者算定書に

おける各手法における対象者の１株当たり株式価値の算定結果は以下のとおりです。すなわち、市場

株価法では942円から1,179円、修正簿価純資産法では1,392円、類似会社比較法では1,456円から

1,595 円、ＤＣＦ法では 1,736 円から 1,997 円です。なお、対象者は、本日付「業績予想の修正に関

するお知らせ」において、平成 22 年３月期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）に係る通
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期の業績予想の修正を公表しておりますが、対象者算定書において、当該業績予想の修正内容が勘案

されている旨、デロイト トーマツ ＦＡＳより説明を受けているとのことです。 

また、対象者取締役会は、対象者及び公開買付者らから独立した法務アドバイザーとして長島・大

野・常松法律事務所を選定しており、本公開買付けの諸手続きを含む取締役会の意思決定の方法・過

程等について法的助言を受けています。 

さらに、対象者取締役会は、平成21年８月10日、本公開買付けに係る対象者の意思決定の恣意性

を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立するために、対象者及び公開買付者

らから独立した外部の有識者によって構成される第三者委員会を設置し、第三者委員会から得られる

本公開買付けに関する答申を最大限尊重することとした上で、本公開買付けに対して対象者が表明す

べき意見の内容の検討にあたって、第三者委員会に対し諮問することを決議しました。第三者委員会

の委員としては、対象者及び公開買付者らからの独立性を有する、土橋正氏(弁護士、青山学院大学

教授)及び冨山和彦氏(経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ)ならびに対象者社外監査役である佐藤真良氏

（公認会計士、佐藤公認会計士事務所所長）の３名を選定しています。第三者委員会は、平成 21 年

８月 11 日より、①本公開買付けを含む本非公開化取引により対象者の企業価値が向上するか、②本

公開買付価格の公正性が確保されているか、及び③公正な手続を通じて対象者少数株主の利益に配慮

されているかという観点等から、対象者取締役会が本公開買付けに対して表明すべき意見の内容につ

いて検討を行いました。第三者委員会は、かかる検討にあたり、対象者から本非公開化取引の背景、

検討状況及び対象者の本非公開化取引についての考え方についての説明を受けており、また、デロイ

ト トーマツ ＦＡＳが対象者に対して提出した対象者算定書を参考にするとともに、デロイト 

トーマツ ＦＡＳから対象者の株式価値評価に関する説明を受けています。また、第三者委員会は、

対象者の上記法務アドバイザーから、本非公開化取引の手続及びこれに関連する法律上の問題点に関

する説明を受けています。第三者委員会は、かかる経緯の下、対象者取締役会からの諮問事項につき

慎重に検討した結果、平成21年９月10日に、対象者取締役会に対して、①本非公開化取引により対

象者の企業価値が向上すると判断すること、②本公開買付価格は、対象者少数株主の利益に一定の配

慮がなされており、妥当な価格の範囲内に収まっていると判断すること、及び③本非公開化取引にお

いて公正な手続を通じて対象者少数株主の利益に配慮されていると判断することは、いずれも合理的

であることから、対象者取締役会が、本公開買付けについて賛同の意を表明するとともに、対象者の

株主が本公開買付けに応募することを勧める旨の意見を表明することは合理的である旨の答申を全会

一致で行いました。  

対象者は、第三者委員会との協議、デロイト トーマツ ＦＡＳ及び上記法務アドバイザーからの

助言を踏まえて、公開買付者らとの間で本公開買付価格について協議・交渉を重ねた上で、対象者取

締役会において、デロイト トーマツ ＦＡＳより受領した対象者算定書の内容、本公開買付けの諸

条件及び本非公開化取引により対象者に生じうる業務面及び財務面のシナジー効果等を考慮しつつ、

第三者委員会の答申内容を尊重して慎重に検討した結果、本公開買付けを通じた本非公開化取引が対

象者の企業価値向上の観点から有益であり、本公開買付価格その他の条件は妥当で、対象者少数株主

の利益保護に十分留意されており、対象者の株主に対して適切な価格により合理的な株式売却の機会

を提供するものであると判断しました。以上の理由により、対象者取締役会は、本日開催の取締役会

において、本公開買付けについて賛同の意を表明するとともに、対象者の株主が本公開買付けに応募

することを勧める旨を決議しました。 

なお、対象者の取締役のうち、ウェイン・ティー・スミス氏は、ＢＡＳＦ ＳＥのキャタリスツ・

ディビジョン プレジデントの地位等を、ヴォルフガング・ハプケ氏は、ＢＡＳＦ ＳＥのマーケッ

ト・アンド・ビジネス・ディベロップメント・アジア・パシフィック・ディビジョン プレジデント

の地位を、ローター・ラウピクラー氏は、ＢＡＳＦ ＳＥの子会社であるＢＡＳＦ （チャイナ） カ

ンパニー リミテッドのキャタリスツディビジョン リージョナル・ビジネスマネージメント エン

ヴァイロメンタル・テクノロジーズ・アジア・パシフィック ダイレクターとしての地位をそれぞれ

有しているため、利益相反回避の観点から、対象者取締役会における本非公開化取引に関する審議及

び決議には参加しておらず、対象者の立場において公開買付者らとの協議・交渉に参加しておりませ
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ん。 

また、対象者のその他の取締役のうち、石川幸男氏は、住友金属鉱山の顧問としての地位を有して

いるため、利益相反回避の観点から、対象者の立場において公開買付者らとの協議・交渉に参加して

おりません。また、取締役会の定足数を確実に満たすという観点から、石川幸男氏は、対象者取締役

会における本非公開化取引に関する審議及び決議に参加しておりますが、利益相反回避の観点から、

対象者としては、かかる審議及び決議に先立ち、まずはウェイン・ティー・スミス氏、ヴォルフガン

グ・ハプケ氏及びローター・ラウピクラー氏のほか石川幸男氏を除く４名の取締役により審議及び決

議を行った上で、石川幸男氏を含む５名の取締役によりさらに審議及び決議を行うという２段階の手

続を経ております。上記の本日開催の取締役会においても、本公開買付けに賛同の意を表明するとと

もに、対象者の株主が本公開買付けに応募することを勧めることについて、まず当該４名の取締役の

みによる審議を経て、その全員一致でこれを承認する決議を行った上で、その後に石川幸男氏も含む

５名の取締役であらためて審議を行い、その全員一致で承認する決議を行っています。さらに、上記

の取締役会に参加した監査役は、いずれも対象者の取締役が本公開買付けに賛同する旨の意見を表明

することに異議がない旨の意見を述べております。 

 

③ 算定機関との関係 

公開買付者らのフィナンシャル・アドバイザーである大和証券エスエムビーシーは、公開買付者らの

関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有しません。 

 

（５）買付予定の株券等の数 

株券等の種類 ①買付予定数 ②買付予定数の下限 ③買付予定数の上限 

株 券 4,496,100株 －株 －株

新 株 予 約 権 証 券 －株 －株 －株

新 株 予 約 権 付 社 債 券 －株 －株 －株

株 券 等 信 託 受 益 証 券 －株 －株 －株

株 券 等 預 託 証 券 －株 －株 －株

合 計 4,496,100株 －株 －株

（潜在株券等の数の合計） － －株 －株

（注１） 本公開買付けでは、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の買付けを行いま

す。 

（注２） 対象者が有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。 

（注３） 本公開買付けにより公開買付者らが買付け等を行う株券等の最大数は、対象者の第46期第１四半期報告書（平成

21年８月12日提出）に記載された平成21年６月30日現在における対象者の発行済株式総数（28,985,000株）から

平成21年６月30日現在の対象者の自己株式数（13,900株）及び公開買付者グループが本日現在有する株式数

（24,475,000株）を控除した株式数となります。 

（注４） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式

買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続きに従い買付け等の期間中に自己の株式を買い取ること

があります。この場合、対象者は、法令の手続きに従い当該株式を買い取ります。 

（注５） 本公開買付けにおいて買付け等を行う応募株券等は、住友金属鉱山及びＢＡＳＦ ＢＶが50:50の比率で買付け等

を行うものとします。但し、かかる割合で配分した結果生じる端数については、住友金属鉱山が買付け等を行う

ものとします。 

 

（６）買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における公開買付者の

所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数
23,628個

（買付け等前における株券等所有割合 

81.56％） 

買付け等前における特別関係者の

所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数
861個

（買付け等前における株券等所有割合 

2.97％） 
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買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る

議 決 権 の 数
4,496個

（買付け等後における株券等所有割合 

100.00％） 

対 象 者 の 総 株 主 の 議 決 権 の 数 28,947個

（注１） 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、買付予定数（4,496,100株）に係る議決権の数を記載しております。 

（注２） 「買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」は、住友金属鉱山及びＢＡＳＦ ＢＶがそれぞ

れ有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。 

（注３） 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、本日現在の各特別関係者が有する株券等

（但し、公開買付者である住友金属鉱山及びＢＡＳＦ ＢＶが有する株式ならびに対象者が有する自己株式を除き

ます。）に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者である対象者の役員のエヌ・イー ケ

ムキャット役員持株会における各持分に相当する議決権の数（５個）につきましても含まれております。 

（注４） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第46期第１四半期報告書（平成21年８月12日提出）に記載され

た平成21年６月30日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式も対象として

いるため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」においては、そ

の分母を、上記第１四半期報告書に記載された平成21年６月30日現在の発行済株式総数（28,985,000株）から平

成21年６月30日現在の対象者の自己株式数（13,900株）を控除した株式数（28,971,100株）に係る議決権の数で

ある28,971個として計算しております。 

（注５） 対象者が有する自己株式以外の特別関係者の所有株券等も本公開買付けの対象としているため、特別関係者のう

ちその有する全ての株券等について本公開買付けに応募しない方針である旨の連絡を受けているＢＡＳＦ キャタ

リスツ ホールディング チャイナ ＬＬＣ及びＢＡＳＦ キャタリスツ ＬＬＣの所有株券等に係る議決権を

除き、特別関係者の所有株券等に係る議決権の数は、「買付予定の株券等に係る議決権の数」に含まれておりま

す。そのため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、「買付け等前における特別関係者の

所有株券等に係る議決権の数」は分子に加算せず、ＢＡＳＦ キャタリスツ ホールディング チャイナ ＬＬＣ

及びＢＡＳＦ キャタリスツ ＬＬＣの所有株券等に係る議決権の数（846個）のみを分子に加算しております。 

（注６） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四

捨五入しています。 

 

（７）買付代金   8,228百万円 

（注）「買付代金」には，買付予定数（4,496,100株）に１株当たりの買付価格（金1,830円）を乗じた金額を記載

しております。 

 

（８）決済の方法 

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 

大和証券エスエムビーシー株式会社   東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

大和証券株式会社           東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

 

② 決済の開始日 

平成21年11月９日（月曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地

（外国人株主等の場合はその常任代理人）宛に郵送します。 

買付け等は、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、

決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指定した場所へ送金するか

（送金手数料がかかる場合があります。）、公開買付代理人又は復代理人の応募受付をした応募株主等の

口座へお支払いします。 

 

（９）その他買付け等の条件及び方法 
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① 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）第 27

条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

該当事項はありません。公開買付者は、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下「令」といいま

す。）第14条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第２号、第３号イ乃至チ、第５号並びに同条第２項

第３号乃至第６号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがありま

す。 

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付

期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関

する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）第

20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 

法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項に定める行為

を行った場合は、府令第 19 条第１項に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあり

ます。 

買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。

但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により

公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた

日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付けを行います。 

 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができま

す。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の 16 時までに応募受付けをした公開買付代理人又は

復代理人の各本店又は全国各支店に解除書面（公開買付応募申込受付票及び公開買付けに係る契約の解

除を行う旨の書面）を交付又は送付して下さい。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の

16時までに到達することを条件とします。 

なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請求する

ことはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出

られた場合には、応募株券等は手続終了後速やかに返還します。 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

公開買付者は、法第 27 条の６第１項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことが

あります。 

買付条件等の変更を行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。但し、

公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、

その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株

券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。 

 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付

開始公告に記載した内容に係るものを府令第 20 条に規定する方法により公表します。また、直ちに公

開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公

開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正

した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正
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します。 

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に令第９条の４及び府令第 30 条の２に規定

する方法により公表します。 

 

⑧ その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われたものではなく、

また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、イン

ターネット通信、テレックス、電話を含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるもので

はなく、米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若し

くは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。 

また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国において若しくは米国に向けて、又は米国内から、

郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできま

せん。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。本公開買付けの応

募に際し、応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人）は公開買付代理人に対し、以下の表明及び

保証を行うことを要求されることがあります。 

応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していな

いこと、本公開買付けに関するいかなる情報又は書類（その写しも含みます。）も、直接間接を問わず、

米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、

本公開買付け若しくは応募申込書の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州

際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス、

電話を含むが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所施設を利用していないこと、及び、米

国における本人のための、裁量権を持たない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではない

こと（当該本人が本公開買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。 

 

（10）公開買付開始公告日 

平成21年９月15日（火曜日） 

 

（11）公開買付代理人 

大和証券エスエムビーシー株式会社 

なお、公開買付代理人はその事務の一部を再委託するために下記の復代理人を選任しております。 

大和証券株式会社 

 

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し 

本公開買付け後の方針及び今後の見通しについては、前記「１．買付け等の目的」の「（２）本公開買

付けの背景及び目的ならびに本公開買付けを実施するに至った意思決定の過程」及び「（５）本公開買付

け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」をご参照下さい。 

なお、前記「２．買付け等の概要」の「（１）対象者の概要」のとおり、本日現在、対象者は公開買付

者らの持分法適用会社でありますが、今回の公開買付け後においても持分法適用会社であり、変更はあ

りません。 

 

４．その他 

（１）公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

対象者は、本日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者の株主が

本公開買付けに応募することを勧める旨の決議を行っております。 
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（２）投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

   対象者は、ジャスダック証券取引所において、本日付で、「業績予想の修正に関するお知らせ」及び

「平成22年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該発表に基づく業績予想

及び配当予想の修正内容は以下のとおりです。なお、以下の公表の内容の概要は、対象者が公表した内

容を一部抜粋したものであり、公開買付者らはその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場に

なく、また実際にかかる検証を行っておりません。詳細につきましては、対象者の当該公表の内容をご

参照ください。 

 

① 業績予想の修正 

（金額の単位：百万円） 

平成22年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成21年9月30日）    
 

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1株当たり四半期純

利益 

 

前回発表予想（A） 

百万円

23,000

百万円

900

百万円

1,000

百万円 

600 

円 銭

20.71

今回発表修正（B） 24,000 1,400 1,400 800 27.61

増減額（B－A） 1,000 500 400 200 

増減率（％） 4.3 55.6 40.0 33.3 

(ご参考)前期第2四半期実績 

(平成21年3月期第2四半期) 
48,773 5,189 5,454 3,405 117.52

 
平成22年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成22年3月31日）    
 

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1株当たり四半期純

利益 

 

前回発表予想（A） 

百万円

49,000

百万円

2,300

百万円

2,500

百万円 

1,600 

円 銭

55.23

今回発表修正（B） 50,000 2,800 2,900 1,800 62.13

増減額（B－A） 1,000 500 400 200 

増減率（％） 2.0 21.7 16.0 12.5 

(ご参考)前期実績 

(平成21年3月期) 
73,550 5,371 5,959 3,827 132.09

 
平成22年3月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成21年9月30日）    
 

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1株当たり四半期純

利益 

 

前回発表予想（A） 

百万円

22,000

百万円

700

百万円

1,000

百万円 

700 

円 銭

24.16

今回発表修正（B） 23,000 1,200 1,400 900 31.07

増減額（B－A） 1,000 500 400 200 

増減率（％） 4.5 71.4 40.0 28.6 

(ご参考)前期第2四半期実績 

(平成21年3月期第2四半期) 
― ― ― ― ― 

 
平成22年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成22年3月31日）    
 

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1株当たり四半期純

利益 

 

前回発表予想（A） 

百万円

47,000

百万円

2,000

百万円

2,300

百万円 

1,500 

円 銭

51.78

今回発表修正（B） 48,000 2,500 2,700 1,700 58.68

増減額（B－A） 1,000 500 400 200 

増減率（％） 2.1 25.0 17.4 13.3 

(ご参考)前期実績 

(平成21年3月期) 
71,037 4,980 5,456 3,442 118.82

 
② 配当予想の修正 

 

 1株当たり配当金 

基 準 日 第2四半期 期 末 年 間 

前 回 予 想 

(平成21年８月５日発表) 

12円00銭 14円00銭 26円00銭 

今回修正予想 15円00銭 0円00銭 15円00銭 

当 期 実 績 ― ― ― 

前期 (平成 21年 3月期 )実績 43円00銭 15円00銭 58円00銭 

以 上 
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＜その他の注意事項＞ 
 
 
・ 本プレスリリースに含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第 167 条第３項、同４項及び金融商品取引法

施行令第 30 条の規定により、内部者取引（いわゆるインサイダー取引）規制に関する第一次情報受領者として、本

書面の発表から 12 時間を経過するまでは、対象者の株券等の買付け等が禁止される可能性がありますので、十分に

ご注意ください。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われることがあって

も、公開買付者らは一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。 

・ このプレスリリースは、公開買付者らによる対象者に対する本公開買付けに関する事項を一般に公表するための記

者発表文であり、本公開買付けに関する株券等の売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みを目的として作成

されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧頂い

た上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若し

くは勧誘、購入の申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若しく

はその一部）又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また契約締結に際

してこれらに依拠することはできないものとします。 

・ このプレスリリースには、公開買付者らが対象者株式を取得した場合における、公開買付者らの考え方に基づく、

事業展開の見通し等を記載しております。実際の結果は多くの要因によって、これらの見通しから大きく乖離する

可能性があります。 

・ 国又は地域によっては、このプレスリリースの発表又は配布に法令上の制限が課されている場合がありますので、

それらの制限に留意し、当該国又は地域の法令を遵守してください。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域

においては、このプレスリリース又はその訳文を受領されても、本公開買付けに関する株券等の売付け等の申込み

の勧誘又は買付け等の申込みをしたことにならず、情報としての資料配布とみなされるものとします。 



 
 

News Release

 
  

 

 
  
  

 

エヌ・イー ケムキャット株式会社株式に対する 

公開買付けの開始に関するお知らせ 

• 本公開買付けの 1 株あたりの買付価格は 1,830 円 

• 対象者株式の 2009 年 9 月 11 日までの過去 3 ヵ月間の終値の単純

平均値に対して 75.12％のプレミアム 

• 買付予定総額は約 82 億 28 百万円 

• エヌ・イー ケムキャット株式会社取締役会、賛同表明 

• 公開買付期間は 2009 年 9 月 15 日-10 月 30 日までの 30 営業日 
 

BASF キャタリスツ アジア ビーブイ（以下「当社」又は「BASF BV」といいま

す。）および住友金属鉱山株式会社（以下「住友金属鉱山」といい、当社と

総称してまたは個別に「公開買付者」といいます。）は本日、エヌ・イー ケ

ムキャット株式会社（以下「対象者」といいます。）の発行済株式の全てを取

得する目的で公開買付けを実施することをお知らせいたします。対象者は、

日本国内の主要な貴金属触媒メーカーです。本日開催された対象者取締

役会でも、本公開買付けに賛同することが決議されました。 

 

本公開買付けにおける 1 株あたり買付価格は 1,830 円であり、2009 年 9

月 11 日のジャスダック証券取引所における対象者株式の終値 1,170 円

に対して 56.41％のプレミアムを、2009 年 9 月 11 日までの過去 1 ヵ月間

の対象者株式の終値の単純平均値 1,146 円に対して 59.69％のプレミア

 
2009 年 9 月 14 日 
 
会社名： 
BASF キャタリスツ アジア ビーブイ 
 
 
＜お問い合わせ先＞ 
BASF ジャパン株式会社 

コーポレート・コミュニケーションズ 

水谷 あゆみ 
TEL:  03-3796-4863 
FAX:  03-3796-4111 
Email: ayumi.mizutani@basf.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASF ジャパン株式会社 
コーポレート・コミュニケーションズ 
住所： 〒106-6121 
東京都区六本木 6-10-1 
六本木ヒルズ森タワー21 階 
TEL: 03-3796-4865 
FAX: 03-3796-4111 
http://www.japan.basf.com  
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ムを、2009 年 9 月 11 日までの過去 3 ヵ月間の終値の単純平均値 1,045

円に対して 75.12％のプレミアムを、それぞれ加えた金額に相当するもので

す。公開買付期間は、2009 年 9 月 15 日（火）より 10 月 30 日（金）までの

30 営業日で、対象者の請求に基づく延長の可能性はありません。 

 

現在、公開買付者は対象者の発行済株式の 42.22％をそれぞれ所有してお

ります。対象者の普通株式は、本公開買付けの結果次第では、株式会社ジ

ャスダック証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃

止となる可能性があります。また、上場廃止基準に該当しない場合でも、公

開買付者は、本公開買付け後に対象者に対して、全部取得条項付種類株式

による手続により対象者の株主を公開買付者およびこれらの関係会社のみ

とするための手続の実施を要請する予定であり、当該手続が実施された場

合、上場廃止基準に該当し、対象者の普通株式は上場廃止になります。 

 

対象者の株主を公開買付者およびこれらの関係会社のみとすることで、対

象者と公開買付者グループとの事業協力関係をより強固なものとし、戦略お

よびオペレーション上の施策を遂行します。これにより、対象者は中長期的

に予想される競争を制し、世界的な環境規制の強化に伴う高度な機能の要

求に応じながら、ビジネスチャンスを的確に捉えることができるものと考えて

います。また、公開買付者は、自らの保有する強みや技術ノウハウを対象者

により有効に活用させることにより、対象者の更なる企業価値向上に寄与で

きるものと考えています。 

 

対象者は、エネルギー、自動車、石油化学、ファインケミカル、医薬品および

公害防止などさまざまな分野で活用される触媒や、電子部品用を主な用途と

した表面処理薬品の製造・販売を行なっており、社員数はおよそ 700 人です。 
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本公開買付けおよびその後の全部取得条項付種類株式による手続の詳細

につきましては、公開買付者が提出した公開買付届出書（電子公告アドレス 

http://info.edinet-fsa.go.jp/）をご参照ください。 

 

【勧誘規制】 

このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、株券等の売付

けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公

開買付けに関する公開買付説明書をご覧頂いた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってくださ

い。このプレスリリース（若しくはその一部）又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる

契約の根拠となることもなく、また契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。 

 

【将来予測】 

このプレスリリースの記載には、「将来に関する記述」が含まれています。「将来に関する記述」に

は、経営成績及び財政状態の予測若しくは予想に関する議論、計画、異論、戦略及び期待、かか

る記述の基礎となる仮定又はその他の将来に関する情報を含みます。既知若しくは未知のリスク、

不確実性又はその他の要因により、実際の結果が、「将来に関する記述」に含まれ又は黙示的に

示されたこれらの記載と大きく異なることがあります。公開買付者ら又はその関連会社は、「将来に

関する記述」に含まれ又は黙示的に示された予測、予想又は期待がこれらを反映した結果となる

ことを何ら保証するものではありません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で

公開買付者らが有する情報を基に作成されたものであり、法令又は証券取引所規則で義務付けら

れている場合を除き、公開買付者ら又はその関連会社は、将来の事象や状況を反映するために、

その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。 

 

【その他】 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われたものではな

く、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、

インターネット通信、テレックス、電話を含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるも

のではなく、米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段によ

り、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、

本公開買付届出書又はその他の関連書類は米国において若しくは米国に向けて、又は米国内か

ら、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うこと

はできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。 

 

 

BASFについて 

BASF(ビーエーエスエフ)は、「ザ・ケミカル・カンパニー(The Chemical Company)」を標語

に掲げる世界の化学業界のリーディングカンパニーです。製品ポートフォリオは、化学品、プ

ラスチック製品、高機能製品、農業関連製品、ファインケミカル製品、石油・ガスから構成さ

れています。信頼に応えるパートナー企業として、あらゆる業界のお客様のさらなる成功を

サポートしています。BASF は、高付加価値製品と高度なソリューションの提供を通し、気候

保全やエネルギー効率の向上、栄養、モビリティの改善などの世界的な課題の解決に重要

な役割を果たしています。2008 年は 620 億ユーロ以上の売上高を計上、2008 年末時点で

の従業員数は約 9 万７,000 人です。BASF のホームページアドレスは、www.basf.com、

BASF ジャパンのホームページアドレスは、www.japan.basf.com です。 
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